
 年金制度改革後の現役世代・高齢世代のイメージ（２０１０年度時点）

現  役  世  代（ 旧・加 入 者 ） 高 齢 世 代：６５歳以上（ 受 給 者 ）
1.基礎年金
(1)給付と負担

・年金目的消費税を負担 ・年金目的消費税を負担

・基礎年金を受給
    受給月額は、     ７万円
    財源規模は、２２.１兆円（ ＝ ２４.１兆円 － ２.０兆円 ）
    消費税率は、     ９％  （現行の消費税５％は算入していない）
   

(2)積立金の扱い ・国民年金積立金１０兆円は新基礎年金の給付原資に充当する（例えば、2010年度から５年間にわたり年間２兆円づつを充当）

2.厚生年金保険 ・公的年金保険料の負担は無し ・厚生年金の給付は無くなるが、別途、激変緩和措置を講ずる

(1)清算基準 ・厚生年金保険加入歴のある者に既払保険料を基準に払戻す
  ただし、改革時に生存している者に限る

(2)払戻保険料 ・個人と事業主の負担分は、「個人分を個人に、事業主分も個人に」払戻す

・払戻保険料は、既払保険料全額から、死亡した者による払込保険料、受給者の既受給額、基礎年金部分相当額を控除した額とする
  払戻保険料の原資は、積立金１７０兆円と国債発行によって賄う      　　　　　　　      （・期間は厚生年金保険創設時より
    換  算  の  利  率     　既払保険料　⇒（払戻保険料）－ （積立金） ＝（ 不 足 額 ） ・1999年時点の現在時価
    厚生年金積立金運用利回   ５４０兆円  ⇒  ２８０兆円  － １７０兆円 ＝  １１０兆円   ・個人と事業主の負担の合計額）

・払戻不足額は、国債を発行して対応

・払戻不足額分の国債発行は、改革時から必要に応じて発行（不足額１１０兆円に対して、例えば毎年５兆円で２２年間）

(3)払戻開始時期 ・若年層は、改革時（2010年）から
・一定年齢以上の者は、新基礎年金の受給開始年齢
到来時（６５歳）から

(4)払戻方法 ・複数年をかけて毎年一定額を払戻す
    払戻保険料に達した段階で払戻しを完了する

3.激変緩和措置 ・激変緩和措置として“終身特例手当”を支払う
     終身特例手当は、改革実施に伴う経過措置と位置付ける
     支払対象者は、改革時点の全受給者（６０歳以上の者）
     支払月額は、以下の算式により決定し終身にわたり支払う（上限６万円）
       同手当 ＝（（厚生年金既裁定額）－（新基礎年金７万円））×０.５
         新基礎年金（一律７万円）と終身特例手当（上限６万円）の合計
                例１：単身世帯（本人が第２号被保険者）月額上限１３万円
                例２：夫婦世帯（夫が２号、妻が３号）  月額上限２０万円
                例３：夫婦世帯（夫が２号、妻も２号）  月額上限２６万円
     支払要件として、所得調査や資力調査は行わない
     支払財源は、改革時点の受給者に対する厚生年金払戻保険料を充当する
       払戻保険料総額２８０兆円の内訳：加入者に払戻すべき保険料２４０兆円
                                       受給者に払戻すべき保険料  ４０兆円

4.その他 ・企業は厚生年金保険料相当額を継続負担
    従業員が加入する私的年金へ直接拠出する

・個人は私的年金等で自助努力で老後に備える
  そのための支援策として現行制度等を改革する
＜税制面＞
　厚生年金保険料相当額について
    ・個人負担分の所得控除の継続
　  ・事業主負担分の損金算入の継続
　特別法人税の廃止
　＜制度面＞
　　確定拠出年金を中心とした制度改革
      ・加入対象者の拡大、拠出限度額の大幅引き上げ
      ・個人拠出の導入、中途引出要件の緩和など

 


